薬剤師臨床研修施設間協定書の作成ガイド
（調整のポイントと協定書雛形）

連携研修を円滑かつ安全に実施するためには、施設間で役割分担やリスク管理についてあらかじめ認識を合わせておくことが重要です。特に、経営母体が異なる保険薬局と連携する場合は、責任の所在や業務範囲をより明確にしておく必要があります。

＜活用のための留意事項＞
1. 病院が「保険薬局」や「他の病院」と連携する様々なケースを想定して作成された包括的な内容となっています。 そのため、連携先の施設形態（薬局か病院か）や研修内容によっては、不要な条項や適用されない項目が含まれています。（例：病院間連携の場合、調剤報酬や保険薬剤師登録に関する条項が不要になる等）そのまま使用せず、必ず施設間で内容を精査し、実情に合わない条項は削除・修正した上で締結してください。
2. 異なる法人間で職員を派遣する「在籍型出向」等の形態をベースとしています。
3. 薬局での研修は短期間であることが多く、「保険薬剤師の登録」を行わないケースが一般的です。その場合、研修薬剤師は保険調剤の署名等は行えません。協定締結時に「業務範囲（あくまで研修であること）」を十分に確認してください。
4. 本ひな形はあくまで作成時の「たたき台」です。実際の締結にあたっては、以下の確認リストを参考に施設間で協議の上、各施設の規定や連携の実情に合わせて修正してご活用ください。

１．円滑な運用のための「事前確認リスト」
協定書を作成する際や実務担当者間で打ち合わせを行う際に、以下の点について認識を合わせておくと、後のトラブル防止につながります。
	項目
	確認・協議すべきポイント

	費用の負担

	□ 交通費・宿泊費：どちらが負担するか（または個人負担とするか）を決定します。
□ 研修費：指導に対する対価（委託費等）の有無を確認します。

	勤務時間

	□ 勤怠管理のフロー：研修先での出勤簿（タイムカード等）を、「いつ」「誰が」「どのような方法で」所属元へ送るか決めます。
□ 時間外労働：原則として残業は認めない運用とするか、認める場合の費用負担をどうするか確認します。

	保険・事故

	□ 賠償責任保険：所属元で加入している施設賠償責任保険が、「他施設（薬局等）での研修中」も補償対象か、必ず代理店等へ確認してください。
□ 労災保険：事故時は、原則として雇用主（所属元）の労災保険を使用することを確認します。

	守秘義務

	□ 誓約書
研修先独自の「秘密保持誓約書」への署名が必要か確認します。
□ アクセス権限
電子薬歴等の閲覧権限をどの範囲で付与するか確認します。

	薬局連携の場合
	□ 保険薬剤師登録の有無
短期間の研修等のため登録を行わない場合、「調剤報酬請求に関わる署名等は行わない（補助業務や見学にとどめる）」といった業務範囲の制限を確認してください。




薬剤師臨床研修連携研修に関する協定書（案）


〇〇病院（以下「甲」という。）と [ 研修協力病院・薬局 ]（以下「乙」という。）は、薬剤師の資質向上を目的とした臨床研修（以下「本研修」という。）の実施に関し、甲から乙へ研修のために派遣する薬剤師（以下「研修薬剤師」という。）の取扱いについて、次のとおり協定を締結する。

（目的）
第１条　本協定は、甲及び乙が連携し、研修薬剤師に対してより高度で広範な臨床実践能力の習得機会を提供することにより、地域医療の質の向上に寄与することを目的とする。

（定義）
第２条　本協定において「乙」とは、甲と連携して研修を実施する医療機関（病院・診療所）又は保険薬局をいう。

（研修薬剤師）
第３条　研修薬剤師は、次の者とする。 
氏名： 〇〇 〇〇 
所属： 〇〇病院 薬剤部

（研修期間）
第４条　研修期間は次のとおりとする。
令和　　年　　月　　日　から　令和　　年　　月　　日まで
２　甲及び乙は、必要と認めるときは、協議の上、本人の同意を得て、期間を変更することができる。

（身分及び指揮命令）
第５条　研修期間中において、研修薬剤師は甲の職員としての身分を保有する。 
２　研修薬剤師は、乙の業務（研修）に従事する間、乙の管理下に入り、乙の指導薬剤師等の指揮命令に従うものとする。

（就業時間・休日等）
第６条　研修薬剤師の乙における就業時間、休憩時間、休日等の勤務条件については、原則として乙の就業規則に従うものとする。 
２　具体的な研修スケジュール及び勤務シフトについては、研修効果を考慮し、甲乙および研修薬剤師の間で調整の上、決定する。
３　乙は、業務の都合上やむを得ない必要がある場合、甲乙および研修薬剤師の間で協議の上、研修薬剤師に対して時間外労働または休日労働を依頼することができる。
（給与・旅費等の負担）
第７条　研修薬剤師の給与、賞与、手当（時間外勤務手当等を含む）等については、甲の規定を適用し、甲が全額を支給する。
２　研修に伴う交通費、宿泊費、その他研修の実施に要する経費（時間外勤務手当相当額を含む）の負担については、甲乙別途協議の上、決定する。

（労働保険・社会保険の適用）
第８条　研修薬剤師の社会保険（健康保険または各種健康保険組合・厚生年金保険）及び労働保険（雇用保険・労災保険）については、甲において継続して適用し、これらに係る事業主負担保険料は甲が負担する。
２　研修中（乙への移動中を含む）に研修薬剤師に労働災害（業務災害及び通勤災害）が発生した場合は、甲の労災保険を適用するものとする。

（事故報告）
第９条　研修薬剤師に労働災害や事故が発生した場合、または研修薬剤師が事故に関与した場合は、乙は直ちに救護等の必要な措置を講じるとともに、速やかに甲へ報告しなければならない。

（損害賠償）
第10条　研修薬剤師が乙での業務遂行に際し、故意または過失により乙または第三者に損害を与えた場合、研修薬剤師本人が加入する薬剤師賠償責任保険等により対応することを原則とする。 
２　前項の保険で填補されない損害、または保険の対象とならない損害については、甲乙協議の上、その負担を決定する。

（報酬等の帰属及び業務範囲）
第11条　研修薬剤師が乙において実施した業務に係る診療報酬及び調剤報酬は、乙に帰属するものとする。 
２　研修薬剤師が乙における保険薬剤師登録を行わない場合、研修薬剤師は保険請求に係る署名・押印等は行ってはならない。

（秘密保持）
第12条　甲及び乙は、本協定の遂行上知り得た相手方の業務上・技術上の秘密、及び患者の個人情報を、第三者に漏洩してはならない。本協定終了後も同様とする。 
２　甲及び乙は、研修薬剤師に対し、研修期間中に知り得た乙の秘密情報（患者情報を含む）を、研修期間中及び終了後においても第三者に漏洩しないよう、誓約書の提出等により遵守させるものとする。

（研修の中止）
 第13条　甲及び乙は、天災、感染症の蔓延、研修薬剤師の傷病、その他やむを得ない事由により本研修の継続が困難となった場合は、協議の上、本研修を中止することができる。 
２　甲又は乙は、研修薬剤師が乙の服務規律に違反する等、研修継続が不適当と認めたときは、相手方に通知し、協議の上、直ちに本研修を中止することができる。

（協議事項）
第14条　本協定に定めのない事項又は本協定に関し疑義が生じたときは、甲乙誠意をもって協議し、解決するものとする。

以上、本協定の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。


令和　　年　　月　　日


（甲） 住所 名称 代表者氏名　　　　　　　　　印


（乙） 住所 名称 代表者氏名　　　　　　　　　印
